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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成23年1月13日(2011.1.13)

【公表番号】特表2010-515420(P2010-515420A)
【公表日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2010-018
【出願番号】特願2009-544141(P2009-544141)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｇ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ   1/00     (2006.01)
   Ｄ０７Ｂ   1/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｇ   7/00    　　　Ｚ
   Ｈ０２Ｇ   1/00    　　　Ｚ
   Ｄ０７Ｂ   1/06    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ   5/10    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年11月19日(2010.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の引留鉄塔と、
　前記第１の引留鉄塔に取り付けられた第１の端部と前記第２の引留鉄塔に取り付けられ
た第２の端部とを有し、少なくとも第１及び第２の連なる架空送電用導体耐張サブセクシ
ョンで構成された、架空送電用導体耐張セクションとを備え、
　少なくとも前記第１の連なる架空送電用導体耐張サブセクションが少なくとも１つの複
合心線又はインバー心線を有し、
　前記第１及び第２の架空送電用導体耐張サブセクションがそれぞれ弛度値を有し、
　前記第１の架空送電用導体耐張サブセクションが第１の熱膨張係数及び第１の密度を有
し、
　前記第２の架空送電用導体耐張サブセクションが第２の熱膨張係数及び第２の密度を有
し、
　前記第１及び第２の熱膨張係数又は前記第１及び第２の密度の少なくとも一方が２０℃
～７５℃の温度範囲で異なり、
　前記第１及び第２の架空送電用導体耐張サブセクションがそれぞれ断面積を有し、
　前記断面積が同一であり、
　前記第１及び第２の架空送電用導体耐張サブセクションが２０℃～７５℃の範囲で同じ
計算張力をそれぞれ独立して有する、引留鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
【請求項２】
　前記第１の連なる架空送電用導体耐張サブセクションが複合心線を含み、場合により、
前記複合芯線が、アルミニウムもしくはアルミニウム合金マトリクス複合材料、または高
分子マトリクス複合材料のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の引留鉄塔間の
架空送電線路耐張セクション。
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【請求項３】
　前記第１及び第２の熱膨張係数が０～２５×１０－６／℃の範囲であり、場合により、
前記第１及び第２の密度が、１．４ｇ／ｃｍ３～２０ｇ／ｃｍ３の範囲である、請求項２
に記載の引留鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
【請求項４】
　前記第１及び第２の密度が２．７ｇ／ｃｍ３～３．６ｇ／ｃｍ３の範囲であるか、また
は、前記第１及び第２の密度が２．２ｇ／ｃｍ３～４．５ｇ／ｃｍ３の範囲である、請求
項２に記載の引留鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
【請求項５】
　前記第２の連なる架空送電用導体セクションが鋼心線を有する、請求項２に記載の引留
鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
【請求項６】
　前記第２の連なる架空送電用導体耐張サブセクションが断面積を有する心線を有し、前
記心線の断面積の少なくとも５０％がアルミニウムマトリクス複合ワイヤである、請求項
２に記載の引留鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
【請求項７】
　前記第２の連なる架空送電用導体耐張サブセクションがアルミニウムマトリクス複合心
線を有する、請求項２に記載の引留鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
【請求項８】
　複合心線を有する少なくとも１つの追加の架空送電用導体耐張サブセクションを更に含
み、２０℃～７５℃の範囲の温度で、前記第１の架空送電用導体耐張サブセクション、前
記第２の架空送電用導体耐張サブセクション、及び前記追加の架空送電用導体耐張サブセ
クションが、２０℃～７５℃の範囲で同じ計算張力をそれぞれ独立して有し、場合により
、前記第１の引留鉄塔と前記第２の引留鉄塔との間に配置された少なくとも３つの直線鉄
塔を更に含む、請求項２に記載の引留鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
【請求項９】
　アルミニウムマトリクス複合心線を有する少なくとも１つの追加の架空送電用導体耐張
サブセクションを更に含み、２０℃～７５℃の温度範囲で、前記第１の架空送電用導体耐
張サブセクション、前記第２の架空送電用導体耐張サブセクション、及び前記追加の架空
送電用導体耐張サブセクションが、２０℃～７５℃の範囲にわたって同じ計算張力をそれ
ぞれ独立して有し、場合により、前記第１の引留鉄塔と前記第２の引留鉄塔との間に配置
された少なくとも３つの直線鉄塔を更に含む、請求項２に記載の引留鉄塔間の架空送電用
導体セクション。
【請求項１０】
　前記追加の架空送電用導体耐張サブセクションがアルミニウムマトリクス複合心線を有
する、請求項９に記載の引留鉄塔間の架空送電線路耐張セクション。
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